
第６回 安曇野市緑の基本計画推進協議会 

次  第 

 

日 時 令和６年１月 25 日（木） 

９時 30 分から 

場 所 安曇野市役所本庁舎３階 

       理事者側控室 

 

１.開会 

 

２.あいさつ 

 

３.議事 

（１）専門会議で出た意見の取組状況について 

①【重点テーマ１・重点テーマ２】班 

・③公園の実情を踏まえたユニバーサルデザイン 

  様々な利用者への環境改善（資料１） 

・④管理が行き届かない市内の街路樹や緑地帯 

  良好な景観を取り戻すための取組み（資料２） 

   ②【重点テーマ３・重点テーマ４】班 

     ・⑧公園利用の活性化（管理の促進も）に向けた情報の収集と発信（資料３） 

・⑭緑の相談窓口機能の確保公設による相談窓口の運営（資料４） 

 

（２）今後の予定について（資料５） 

 

 

 

4.その他 

 

 

 

5.閉会 



③公園の実情を踏まえたユニバーサルデザイン  様々な利用者への環境改善 

協議内容 今後の取り組み 

 １ 車椅子やベビーカー利用者のアクセス通路の整備 

  ・バリアフリー化等による園路の整備を随時実施 

（例：Ｒ5三郷文化公園インターロッキング改修工事など） 

 

 

２ 日陰のあるベンチ、おむつ交換場所などの整備 

  ・ベンチ設置箇所の変更、更新を実施(Ｒ5：豊科南部総合公園ベンチ更新工事など） 

  ・トイレの更新工事実施によるベビーベッドの設置 

（Ｒ5：町尻公園など） 

  

 

３ 日陰対策や落ち葉清掃などの負担軽減のため、公園内へ常緑樹を植樹（シラカシ・
常緑ヤマボウシなど） 

  

 

※インクルーシブ遊具の設置に向けて、視察等実施 

 ・伊那市、諏訪市、相模原市、大阪府など 

 ・次年度遊具設置に向け協議中 

 

主なターゲット 
・子どもから高齢者まで、すべての利用者 

対象の公園 
・街中の拠点公園を優先 
・公園規模や管理状況を考慮 

優先する取組 
・誰でも利用できる場所としての公園づくり。 
・遊具の設置よりも走り回れるようなスペースが必要。 
・公園内の樹木、樹種の選定が必要。（日陰） 

市で対応可能と考えられる取組 
・車椅子やベビーカー利用者のアクセス通路の整備 

・日陰のあるベンチ、おむつ交換場所などの整備 

・日陰対策や落ち葉清掃などの負担軽減のため、公園 

内へ常緑樹を植樹 

（シラカシ・常緑ヤマボウシなど） 

 

環境改善の手法等 
・車椅子利用者の駐車場からのアクセス整備 
・休憩場所の整備（日陰、ベンチ、おむつ交換場所） 
・子どもの意見を取り入れた遊具設置 

資料１ 



④管理が行き届かない市内の街路樹や緑地帯  良好な景観を取り戻すための取組み 

協議内容 今後の取り組み 

 ・主要駅前などの継続的な街路樹の維持管理 

・県道や国道等においては、関係機関に管理の要望を行う 

・市道においては、必要に応じて枯れた街路樹の植え替え等による改善を検討 

（例：神明通線（安曇野市役所、豊科近代美術館前の道路）の街路樹植え替えを検討） 

 

 

候補の路線 
・豊科駅前、穂高駅前の街路樹 
・安曇野 ICからオリンピック道路 
・サイクリングコース 
・環状高家線（国道 147 号） 

取組の手法 
・安曇野のイメージとなる植物（管理も考慮） 

優先する取組 
・並木より「休憩エリア」が必要。 
・安曇野市に並木は必要か検討。 
・場所や管理方法によっては、並木は景観を損ねる。 
・豊科駅・穂高駅など駅前の並木を整備してはどうか。 
 

市で対応可能と考えられる取組 
・多くの人々が利用する、豊科駅・穂高駅など駅前の

並木の整備（維持）。 

・歩行者利用率の低い道路にある不必要な街路樹や植

樹マスを減らす。 

その他 
・不必要な街路樹や植樹マスは減らす（安曇野に並木は
必要か検討） 
・駅、バス停近くに日陰エリアがあればよい 

資料２ 



⑧公園利用の活性化（管理の促進も）に向けた情報の収集と発信 

協議内容 今後の取り組み 

 
１ 禁止事項等掲載（広報、ＨＰで禁止事項は掲載済）（資料 3-2） 

  ・今年度も引き続き広報、ＨＰで周知を図る 

 

２ 公園特集（広報で掲載不可のため HPを紹介、周知） 

  ・市ＨＰにて各公園（主に遊具のある公園）の紹介ページを掲載中（資料 3-3） 

  ・掲載中のページに「四季の情報」「公園のおもしろ情報」を追加（資料 3-4） 

   写真等年々増やし、情報の厚みを増やしていく 

  ・広報にて、市ＨＰの情報を周知し閲覧数を増やす 

  ・子育てガイドブックなどで公園の紹介ページ 

  

３ 市役所で公園特集の掲示 

  ・窓口にてＨＰ内容を掲示し紹介する 

 

４ 各支所に目安箱を設置して意見募集 

  ・生の声を聴くのであれば、公園から離れた各支所ではなく公園に直接箱を設置す
ることがよいのでは→いたずら防止の観点から、管理者のいる公園に設置が望ま
しい 

・豊科南部総合公園内総合体育館で目安箱実施中→意見の内容や頻度などを注視
し、設置の意味がありそうであれば随時その他の公園にも設置を考える 

   ※現状苦情受付となっているが、危険個所の報告等もある（犬の糞を片づけてほ
しい、四阿にハチの巣がある、園内に穴が空いている etc…） 

 

資料３ 

集めるべき（発信すべき）情報 
・公園の施設、特色 ・公園の禁止事項、できること 

・イベント、利用者のやりたいこと 

発信の工夫 
・市役所に公園パネル ・管理指針（レベル）の設定 

・広報で公園特集 ・市役所支所に目安箱設置 

・公園に特化したロゲイニングの開催 

・季節ごとの発信 

優先する取組 
・委員が市民の意見を代弁し市に伝える 

・市民に公園を知ってもらい、行ってもらう 

市で対応可能と考えられる取組 
・禁止事項等掲載（広報、ＨＰで禁止事項は掲載済） 

・公園特集（広報で掲載不可のため HPを紹介、周知） 

・市役所で公園特集の掲示 

・各支所に目安箱を設置して意見募集 



公園遊具で遊ぶときのお願い

記事ID：0001247 更新日：2023年3月8日更新 

　子どもは遊びを通じて冒険や挑戦をし、心身の能力を高めていくものです。公園遊具の安全確保にあたっては、こうした遊びの価値を尊
重したうえで事故につながる危険性や子供が判断不可能な危険性を除去する必要があり、当市では、定期的に遊具の点検や公園のパト
ロールを実施し、危険個所の修理等を実施し事故が起きないよう努めています。しかし年齢・能力に適合しない使用、不適切な使用及び不
適切な服装が原因で事故が発生している事例もあります。

　当市では公園に遊具使用上の注意看板を設置し、個々の遊具への注意ステッカ—を貼付をすることにより事故対策を講じています。市
内の公園で遊ぶ時は、「公園遊具注意看板」と遊具貼付の「遊具種類別注意ステッカー」および「年齢表示ステッカー」をお読みください。
また、6歳以下の幼児には必ず保護者が付き添ってください。

　 　

公園遊具注意看板

　

　遊具で遊ぶ時の 10項目の約束を明示し、子どもやその保護者に対して安全に関する意識を高め、遊具事故の未然防止を図ります。

トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市役所・施設案内 > 公園 > 公園遊具で遊ぶときのお願い現在地

https://www.city.azumino.nagano.jp/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/28/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/28/232/


遊具の種類別注意ステッカー

　それぞれの遊具で遊ぶ時の最も危険と思われる行動の注意書きを直接遊具に貼り、遊具事故の未然防止を図ります。

年齢表示ステッカー

　遊具の多くは児童を対象に設計されており、そのために幼児による事故が発生している事例があります。幼児が利用する際は、保護者の
付き添いが必要であることの注意の表示と、対象年齢の表示を直接遊具に貼って、遊具事故の未然防止を図ります。

遊具の故障個所を発見された場合など

　遊具の安全点検・修理を随時実施していますが、遊具の故障個所を発見された場合などお気付きの点がありましたら、担当までご連絡
をお願いします。

参考資料

仲よく遊ぼう安全に＜外部リンク＞
（一社）日本公園施設業協会HPで紹介されている公園の遊具で遊ぶ時の注意事項

全国地域連絡協議会の公園点検マニュアル＜外部リンク＞
地区管理の公園で参考となる点検マニュアル

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地担当
長野県安曇野市豊科6000番地　本庁舎2階14番窓口
Tel：0263-71-2249  Fax：0263-72-3569
メールでのお問い合わせはこちら

https://www.jpfa.or.jp/activity/nakayoku/
http://www.hahaoya-club.ne.jp/pdf/m-kouenn.pdf
http://www.hahaoya-club.ne.jp/pdf/m-kouenn.pdf
https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/35/
https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=35&inq=04&lif_id=101505


公園を利用するときのルール

記事ID：0062095 更新日：2023年5月26日更新 

公園はみんなのものです。人に危険や迷惑のかかることはやめましょう。
公園を利用するとき、各施設、芝、立木等を損傷又は汚損しないでください。
公園内で打ち上げ花火・爆竹・たき火等はできません。
公園内での野営・バーベキュー等はできません。
公園を使用した後は、ゴミ等は必ず持ち帰りましょう。
犬の苦手な人がいますので、犬はリード等につなぎ、フンは飼い主がきちんと持ち帰りま しょう。また、ノラ猫に
公園内でエサをあげると、砂場等でフンをするのでやめましょう。
ゴルフ、野球、サッカー、フライングディスク等の本格的な球技は、他の公園利用者や近所の家に迷惑がかかる
のでやめましょう。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地担当
長野県安曇野市豊科6000番地　本庁舎2階14番窓口
Tel：0263-71-2249  Fax：0263-72-3569
メールでのお問い合わせはこちら

トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市役所・施設案内 > 公園 > 公園を利用するときのルール現在地

https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/35/
https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=35&inq=04&lif_id=110985
https://www.city.azumino.nagano.jp/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/28/
https://www.city.azumino.nagano.jp/life/4/28/232/


豊科公園

記事ID：0096882 更新日：2022年11月22日更新 

豊科公園は、安曇野市役所本庁舎のすぐ南側にある公園です。園内は広場、トイレがあり、高木に囲まれたまちな
かにある自然豊かな公園です。
タコのすべり台があり、通称「タコ公園」と呼ばれています。

設置されている遊具

　 　

トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 都市計画課 > 豊科公園現在地

http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/index.php
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/index.php
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=35


　

豊科公園に設置されている遊具は、タコの滑り台、ロッキング遊具、シーソー、ブランコ、滑り台付き複合遊具です。

アクセス

駐車場無

地図の読み込みに関する問題が発生したとき

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地担当
長野県安曇野市豊科6000番地　本庁舎2階14番窓口

https://support.google.com/maps/answer/3096703?hl=ja&ref_topic=3311560
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=35


Tel：0263-71-2249  Fax：0263-72-3569
メールでのお問い合わせはこちら

https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=35&inq=04&lif_id=98383


（季節あり）豊科公園

記事ID：0096882 更新日：2022年11月22日更新 

豊科公園は、安曇野市役所本庁舎のすぐ南側にある公園です。園内は広場、トイレがあり、高木に囲まれたまちなかにある自然豊かな公園
です。
タコのすべり台があり、通称「タコ公園」と呼ばれています。

公園の特徴

遊具など

豊科公園に設置されている遊具は、タコの滑り台、ロッキング遊具、シーソー、ブランコ、滑り台付き複合遊具です。

　 　

　

トップページ > 組織でさがす > 都市建設部 > 都市計画課 > （季節あり）豊科公園現在地

http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/index.php
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/index.php
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=35


公園の四季

春にはサクラが見事に咲いています。花見に来る利用者も多く見られます。また、秋には園内の高木が紅葉します。

公園ミニ情報

公園園路を上から見るとタコの形になっています！まさに「タコ公園」！

　

アクセス

駐車場無



地図の読み込みに関する問題が発生したとき

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地担当
長野県安曇野市豊科6000番地　本庁舎2階14番窓口
Tel：0263-71-2249  Fax：0263-72-3569
メールでのお問い合わせはこちら

https://support.google.com/maps/answer/3096703?hl=ja&ref_topic=3311560
http://cms2020.city.azumino.nagano.jp/soshiki/kakuka.php?sec_sec1=35
https://www.city.azumino.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=35&inq=04&lif_id=107075


⑭緑の相談窓口機能の確保公設による相談窓口の運営 

協議内容 今後の取り組み 

 ・市公園緑地担当を窓口とする 

・令和６年度予算取りと相談窓口の開設に向けた準備 

・専門家として緑化協会と契約を結び、相談内容に応じて対応する 

・広報４月号、ＨＰにて周知し、月１回程度相談窓口を開設する 

 

--相談窓口の流れ（案）-- 

 

 

相談の分野 
・公園 ・庭木の剪定等 ・屋敷林管理 ・害虫 

・緑なら何でも 

相談窓口以外での対応 
・移住者に対して丁寧に ・意見を集約する。 

・ゴミのマニュアルで丁寧に記載 

優先する取組 
・窓口を月に１日設ける。（例：毎月第１月曜日） 

・相談内容に基準は設けない。 

市で対応可能と考えられる取り組み 
・市民等の相談に対応する専門家の配置 

・緑に関する何でも相談を月に１回設ける。 

※令和６年度からの設置に向け体制作り、予算措置。

併せて広報等による周知。 

相談者（市民） 

相談窓口（市） 

専門家（緑化協会と委託契約） 

電話、窓口にて相談 

（月１回） 

結果をフィードバック 

（今後の運営に活かす） 

必要に応じて専門家を 

紹介 

相談に対応 

相談に対応 

資料４ 



今後の予定 

 

月日 内容 協議会の開催 

令和 6 年４月～６月 協議会で決定した事項の推進  

７月下旬 

委員の改選 

今後の推進について協議 

第７回 緑の基本計画推進協議会 

７月～１月 協議会で決定した事項の推進  

令和 7 年１月下旬 

今後の推進について協議 

緑の基本計画改正に向けた協議 

第８回 緑の基本計画推進協議会 

１月～３月 協議会で決定した事項の推進  

 

資料５ 



           「安曇野パークロゲイニング」企画書     令和 6年 1月 

安曇野市緑の基本計画の重点取り組みのひとつである重点テーマ 3-⑧都市公園の利用促進事業（～地域の

緑の拠点となっている都市公園を有効に活用する機会を増やすために、都市公園をフィールドとした体験型イベ

ントを開催します。イベント内容は、公園の立地環境や地域のニーズも踏まえながら検討します。～）として、標記

企画を提案します。 

●企画内容 

 安曇野市内にある主な公園を、移動手段を問わずにめぐるロゲイニングの開催。 

●目的  

・市内にある公園の周知、ＰＲ。 

・市の公園を紹介するＨＰ（主な公園一覧）を見てもらうための手段。 

・公園の利用希望者や移住希望者にむけた、市の公園を通した魅力の発信。 

・市内にある公園の新たな魅力の発掘と発信。 

  Ｅｘ．遊具が充実している。樹冠被覆率が高い（木陰が快適） 。トイレがきれい。ボール遊びができる。 

カブトムシが採れる。バリアフリーで利用しやすい等。 

・各公園が持つ特徴（良い面も悪い面も）の把握と、それによる公園利用時の留意点の啓発。 

Ｅｘ．木陰が快適である。（良い面）⇔落葉や枯れ枝、毛虫等の落下の可能性がある。（悪い面） 

●日時 

 4月～12月の、公園のトイレが解放されている期間にわたり行う。 

●対象者 

 全市民及び公園利用者。 

●対象となる公園 

 ・市の公園を紹介するＨＰ（主な公園一覧）に掲載されている公園。 

 ・国営公園、県営烏川渓谷緑地等。 

  以上、40 くらいの公園。 

●内容 

・市内にある主な公園を、徒歩、自転車、車などの移動手段を問わずにめぐるロゲイニングを開催する。 

・期間は 1 年通して市内の公園を楽しんでもらえるように、4 月～12 月の、公園のトイレが解放されている期間

にわたり行う。 

・マップを作成し、市内にある主な公園をチェックポイントとして設定する。参加者はチェックポイントをスマホな

どで撮影し、公民館等市の施設でスマホとマップを照らし合わせ、得点を集計する。 

・マップは大まかな道のみ記載し、詳細な場所については市のＨＰ（主な公園一覧）を見てもらうようにする。 

・マップは市広報により周知し、市ＨＰからダウンロードできるようにするとともに、市の施設で希望者に配布する。

また、市内のこども園や高齢者施設、移住者には配布を検討する。 

・三郷、堀金、豊科、穂高、明科とエリアを定め、エリア内全ての公園をめぐったら加点したり、公園の魅力をＳ

ＮＳで発信したら加点するなど、1 年を通して飽きさせない工夫、より多くの公園に、より多く足を運んでもらえ

る工夫をする。 

・年度末（3 月）の市広報に、高得点者の年間ランキングや参加者のコメントを載せるなど、特集ページをつくり、

毎年参加したくなる、参加意欲を向上させる動機付けを行う。 

●その他 

・安曇野市観光協会で行っている「安曇野サイクルロゲイニング」をベースにすれば、マップの作成、予算取り

など、すぐに企画できる。 

・参加者が公園の魅力を発信してくれるので、利用者目線での、公園の隠れた魅力が引き出される。この企画

を通して、市内全域の公園の価値が上がるとともに、安曇野市の魅力向上が期待できる。 

・マップの作成が主な作業で、一人でもその気になれば出来る作業である。受付作業は、公民館等市関連施

設との連携があれば、外部に外注することなく出来る。また、市の若手職員で実行委員会を立ち上げて企画

出来れば、マップの作成過程で、市の職員が安曇野市全域の事を、より深く知ることが出来る。 


